
2010 年度 

体育施設運営士養成講習会・資格認定試験 開催要項 

 

１ 趣  旨：指定管理者制度下における今後の公共スポーツ施設の管理運営に求められるより質

の高い利用者サービスと合理的で効率よく施設を活用するマネジメント能力の向上

を図り、わが国の体育・スポーツの振興に寄与することを目的とする。 

 

２ 主  催：財団法人 日本体育施設協会  財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団 

 

３ 後  援：大阪体育施設協会・堺市・大阪教育大学・大阪府立大学・大阪体育大学 

 

４ 期  日：平成２２年８月３１日（火）～ ９月２日（木） 全３日間 

８月３１日・9 月 １日  講習会 

９月 ２日        資格認定試験  

運営管理演習 

「CPR＆AED」資格認定講習会(希望者のみ) 

 

５ 会  場：堺市民会館 大集会室 

       大阪府堺市堺区翁橋町２－１－１（最寄り駅 南海高野線 堺東駅） 

 

６ 受講(受験)資格： 

公共スポーツ施設の管理運営に従事し、各種振興事業の企画・運営の実務経験者で、既

に体育施設管理士の資格取得者または同等の能力を有する者、または将来スポーツ施設

の管理運営に従事しようとする者で、平成２２年８月３１日現在、満２０歳以上の者(学

生含む)。 

 

７ 定  員：１００名 

 

８ 内  容：別表(１)の通り 

 

９ 日  程：別表(２)の通り 

 

１０ 受 講 料：一人２０，０００円（１２.申込方法の④参照のこと） 

また、認定試験を受験する場合は、別途、受験料 15,000 円（ただし(財)日本体育施設

協会会員は、受験料 10,000 円）が必要。 

       資格認定試験を平成２２年９月２日（木）に実施します。 

 

１１ 申込期間：平成２２年６月１日（火）～ ６月３０日（水）７月１５日（木） ※必着 



１２ 申込方法： 

（１）必要な書類及び手続き 

① 受講兼受験申込書を申込期間中に下記(２)へ送付してください。 

受講兼受験申込書は、(財)堺市教育スポーツ振興事業団ホームページよりダウンロードでき

ます。 

勤務先が(財)日本体育施設協会員の方のみ、所属職員であることを証明するものを同封して

ください。 

② 定員を超えた場合は、抽選とします。ただし、資格認定試験受験者で公的スポーツ振興団

体職員、各自治体（都道府県市町村）職員、学生を優先します。 

③ 受講・受験の可否については、それぞれ本人へ郵送で通知します。 

④ 受講・受験が決定された方は、受講料及び受験料を現金書留か銀行振込で７月２６日（月）

までに納入してください。棄権される場合は、必ず下記申込み先までご一報ください。 

⑤ ④の手順によって受講決定した方には、受講・受験証、領収書を送付します。（納入され

た受講料、受験料はお返しいたしません）。 

 

（２）申込み先 

財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団 

〒591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町１丁３番地 

             ℡０７２－２５５－３１０１ 

 

１３ 体育施設運営士資格認定試験について： 

（１）主  催：財団法人 日本体育施設協会 

（２）日  時：平成２２年９月２日（木） ９時～１０時 

（３）会  場：堺市民会館 大集会室 

（４）試験科目： 

①スポーツ施設の現状と指定管理者の役割   ②スポーツ施設のマネジメント 

③公共スポーツ施設のマネジメント      ④指定管理者の評価 

⑤接遇管理                 ⑥施設の管理コストと危機管理 

⑦施設の利用促進と収益改善について     ⑧利用者満足度と安全面の向上 

※受験資格、定員、申込期間、申込方法は、上記要項のとおり。 

 

１４ 合格発表：試験終了後、資格認定委員会に諮り、約２ヶ月後に(財)日本体育施設協会から本人        

宛に送付します。 

 

１５ 資格取得：試験に合格の上、登録料 20,000 円を納入し、認定証の交付を受けて取得します。 

体育施設管理士の資格を有し、体育施設運営士に合格し登録した方は、（財）日本体

育施設協会の認定基準（詳細はホームページに掲載）に基づき、申請により「上級

体育施設管理士」の認定証を交付いたします。(登録・認定料等 5,000 円) 

 



１６ 「CPR(心肺蘇生法)＆AED(自動体外式除細動器)講習会」のご案内 

AED は、心室細動になった心臓に電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機

器として、最近は医療機関のほか、公共施設や企業などにも設置されています。体育・スポ

ーツの運動中には一定の頻度で傷病者が発生しています。特に、高齢化社会を迎え、予期せ

ぬ事故や心臓病などが原因で心室細動を発症することが想定されます。 

したがって、スポーツ施設における施設管理者・指導者には、有事の際には AED 等による

的確かつ迅速な応急措置が望まれます。 

(財)日本体育施設協会では、各種講習会を通して施設管理者や指導者には新しい救急蘇生ガ

イドライン（国際基準）に対応した内容で、応急処置に関する知識と技能を習得することに

よって、利用者が安全で安心して健康・体力づくりができるために、(財)日本救急医療財団の

認定事業として「CPR＆AED」講習会プロバイダーコースを開催しています。この講習会で

プロバイダー認定資格を取得された方には両協会連名の認定証が付与されます。 

受講者の皆様には、この機会に「CPR＆AED」講習会プロバイダーコースの受講をお勧め

いたします。 

本講習会受講内定者には、別途詳細資料をご案内させていただきます。それ以外の方は、(財)

日本体育施設協会ホームページの「CPR&AED 講習について」をご確認いただくようお願い

いたします。  

 

１７ その他： 

（１） 体育施設運営士資格認定試験は９月２日（木）に実施します。 

（２） 筆記用具、健康保険証等を持参してください。 

（３） 講習期間中は、受講・受験証を受付へ提出してください。 

（４） ８月３１日（火）の講習終了後、講師を交えて「情報交換会」を開催いたします。詳細は

受講決定者の方にご案内させていただきます。 

（５） 「CPR＆AED 講習会」は、筆記テスト及び実技テストに合格されると、(財)日本体育施

設協会と(財)日本救急医療財団連名の認定証及び認定カードが発行されます。（受講料

6,825 円・申請登録料 3,150 円が必要です） 

※ 受講申込者が少数の場合、本講習会は中止となる場合もありますので、予め 

ご承知おきください。 

（６） 講習会の申込手続きに関するお問合せは 

(財)堺市教育スポーツ振興事業団（℡０７２－２５５－３１０１）まで 

（７） 資格認定試験及び資格取得に関するお問合せは 

(財)日本体育施設協会 業務部（℡０３－３４０１－７９７６）まで 

（９） 申込書等に記載された個人情報等は、財団法人堺市教育スポーツ振興事業団の規定に基づ

き厳正に取り扱います。 

 

１８ 宿泊をご希望される受講者の方は、（２）申込み先・堺市教育スポーツ振興事業団 

   （０７２－２５５－３１０１）まで、お問い合わせください。 


